
第19回　都市農業シンポジウム第19回　都市農業シンポジウム

農地農地をを貸す貸すには？には？
借りる借りるには？には？

　平成30年に「都市農地の貸借の円滑化法に関する法律」が制定され、現在では市内で13件の貸借　平成30年に「都市農地の貸借の円滑化法に関する法律」が制定され、現在では市内で13件の貸借
が成立しました。農地を貸す人・借りる人にはそれぞれ不安や疑問があり、貸借の壁になっています。が成立しました。農地を貸す人・借りる人にはそれぞれ不安や疑問があり、貸借の壁になっています。
今回は、これらの課題を議論・共有する場とし、より貸借による農地の保全を進め、都市農業の発展今回は、これらの課題を議論・共有する場とし、より貸借による農地の保全を進め、都市農業の発展
のための礎とします。のための礎とします。

日　時

会　場

定　員

申　込

令和５年令和５年１１月月2121日（土）日（土）
ひの煉瓦ホールひの煉瓦ホール（日野市民会館）（日野市民会館）小ホール小ホール

200名200名（社会情勢により変更の可能性があります。）（社会情勢により変更の可能性があります。）

下記QRコード、電話またはEメールで1月13日（金）までに事前予約下記QRコード、電話またはEメールで1月13日（金）までに事前予約
（定員に達し次第予約受付終了）（定員に達し次第予約受付終了）
Eメールの場合：氏名、電話番号、参加人数を記載し、都市農業振興課宛てにお送りください。Eメールの場合：氏名、電話番号、参加人数を記載し、都市農業振興課宛てにお送りください。

13：30〜16：0013：30〜16：00
（開場：13：00）（開場：13：00）

後日オンライン
配信あり

入 場 無 料

主　催：日野市
共　催：日野市農業委員会、東京南農業協同組合
後　援：東京都、一般社団法人東京都農業会議、日野市農業団体連合会、
　　　　特定非営利活動法人めぐみ、特定非営利活動法人日野人・援農の会

お問い合わせ　日野市産業スポーツ部都市農業振興課  TEL:042-514-8447  E-mail:sangyo_nousan@city.hino.lg.jp

基調講演
第１部　午後１時40分〜 第２部　午後２時45分〜

パネルディスカッション

展示スペースのご案内 ❖日野市女性農業者の会「みちくさ会」による農の生け花展示
❖七ツ塚ファーマーズセンター「みのり處」による日野産農産物の出張販売

❖コーディネーター
　弁護士  岩崎　紗矢佳 氏

❖パネリスト
　天野　武雄 氏 （市内農業者、農地所有者）

　馬場　裕真 氏 （市内認定農業者、農地借用者）

　金子　峰男 氏 （日野市農業委員会職務代理）

　吾郷　　勝 （日野市産業スポーツ部都市農業振興課長）

プロフィール
〇長野県生まれ、早稲田大学大学

院修了
〇総合商社、ベンチャー企業等勤務

を経て2014年弁護士登録、国立
市にゆずの木法律事務所を設立

〇著作・講演多数

〔取扱い分野〕
▪農地の相続・農業の事業承継
▪農地・農業施設等の貸借・譲渡
▪農業ビジネス・農家の顧問

弁護士  岩崎　紗矢佳  氏
（第一東京弁護士会 所属）

「東京の農地を守るということ」「東京の農地を守るということ」

お申し込みはこちらから！

本内容は、インターネット上で令和５年２月１日（水）から令和
５年２月28日（火）まで配信予定です。市公式ホームページでア
ドレスを公開します。
URL:https://www.city.hino.lg.jp/sangyo/nogyo/1022561/index.html


